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告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
六
百
八
号

獣
医
療
法

(

平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
八
年
度
か
ら

平
成
二
十
二
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
広
島
県
に
お
け
る
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
た

め
の
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
六
月
八
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
広
島
県
計
画

広
島
県
に
お
け
る
獣
医
療
を
巡
る
情
勢

本
県
農
業
は
、
県
民
へ
の
新
鮮
で
安
全
な
食
料
の
安
定
的
な
供
給
、
生
活
及
び
就
業
と
や
す
ら
ぎ
の
場
の

提
供
、
県
土
及
び
自
然
環
境
の
保
全
等
、
公
益
的
機
能
の
発
揮
等
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
ほ
か
、
均
衡
あ
る

県
土
の
発
展
へ
の
要
請
な
ど
か
ら
、
今
後
も
そ
の
重
要
性
は
、
一
層
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
我
が
国
の
社
会
・
経
済
情
勢
も
歴
史
的
な
転
換
期
を
迎
え
、
急
速
に
変
化
す
る
社
会
・
経
済
情

勢
の
下
、
本
県
農
林
水
産
業
・
農
山
漁
村
は
、
過
疎
化
・
高
齢
化
に
よ
る
農
林
水
産
業
従
事
者
の
減
少
、
耕

作
放
棄
地
の
増
大
や
、
国
内
、
国
外
を
問
わ
な
い
地
域
間
競
争
の
激
化
な
ど
多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
県
の
畜
産
は
、
農
業
の
基
幹
的
部
門
へ
と
成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
が
、
近
年
の
輸
入
畜
産
物
の

増
加
や
畜
産
物
価
格
の
低
迷
、
飼
養
戸
数
及
び
飼
養
頭
数
の
減
少
、
後
継
者
不
足
、
経
営
規
模
の
大
型
化
に

伴
う
環
境
問
題
等
、
畜
産
発
展
を
図
っ
て
い
く
上
で
、
多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
本
県
の
獣
医
療
は
、
飼
育
動
物
の
診
療
、
保
健
衛
生
指
導
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上

等
、
幅
広
い
分
野
に
お
い
て
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
が
、
産
業
動
物
分
野
に
お
け
る
獣
医
療
を
巡
る
環
境
は
、

近
年
の
状
況
の
変
化
と
と
も
に
、
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
き
て
い
る
。

本
県
の
畜
産
業
は
飼
育
規
模
の
拡
大
等
に
よ
り
成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
た
慢
性

疾
病
の
顕
在
化
や
、
個
体
の
生
産
機
能
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
疾
病
の
発
生
増
加
等
が
、
生
産
性
の
向
上

を
図
る
上
で
の
阻
害
要
因
と
な
る
一
方
、
県
民
の
健
康
意
識
の
高
ま
り
等
を
背
景
と
し
て
、
食
品
の
安
全
・

安
心
に
対
し
て
大
き
な
関
心
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
新
し
く
策
定
さ
れ
た
国
の

｢

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画｣

及
び

｢

酪
農

及
び
肉
用
牛
生
産
の
近
代
化
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針｣

を
踏
ま
え
て
策
定
し
た

｢

広
島
県
酪
農
・
肉
用
牛

生
産
近
代
化
計
画｣

の
目
標
達
成
す
る
た
め
、
適
切
な
獣
医
療
の
提
供
や
、
畜
産
物
の
生
産
性
向
上
対
策
の

推
進
す
る
こ
と
に
よ
る
、
消
費
者
に
安
全
で
安
心
な
畜
産
物
を
供
給
す
る
体
制
の
整
備
と
、
本
県
の
畜
産
業

の
安
定
的
な
発
展
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
獣
医
師
に
対
し
て
は
、
従
来
の
個
体
診
療
か
ら
、
農
場
単
位
で
の
集
団
管
理
衛
生
技
術
等
の

提
供
、
さ
ら
に
は
生
産
段
階
へ
の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
手
法
の
導
入
・
普
及
等
幅
広
い
獣
医
療
の
提
供
が
要
請
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
県
畜
産
の
生
産
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
観
点
か
ら
、
乳
房
炎
、

繁
殖
障
害
を
は
じ
め
呼
吸
器
病
や
下
痢
症
対
策
等
、
家
畜
の
生
産
性
を
阻
害
す
る
慢
性
疾
病
低
減
対
策
等
に

対
し
、
生
産
獣
医
療
等
の
新
技
術
を
取
り
入
れ
た
群
単
位
の
集
団
衛
生
管
理
の
推
進
や
受
精
卵
移
植
技
術
等

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
畜
産
新
技
術
の
開
発
・
普
及
へ
の
獣
医
師
の
役
割
に
期
待
が
高
ま
っ
て
い

る
。一

方
、
海
外
悪
性
伝
染
病
や
監
視
伝
染
病
に
対
し
て
、
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

(

調
査
監
視)

体
制
の
強
化
と

迅
速
か
つ
適
切
な
情
報
の
伝
達
に
よ
る
発
生
の
未
然
防
止
に
重
点
を
お
い
た
防
疫
体
制
の
確
立
を
図
る
必
要

が
あ
り
、
疫
学
を
基
礎
と
し
た
防
疫
体
制
へ
の
対
応
能
力
等
を
有
す
る
獣
医
師
の
養
成
や
、
特
定
家
畜
伝
染

病
防
疫
指
針
等
に
基
づ
き
、
緊
急
時
を
想
定
し
た
組
織
的
な
家
畜
防
疫
体
制
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
産
業
動
物
に
対
す
る
家
畜
診
療
業
務
は
、
県
農
業
共
済
組
合
連
合
会

(

以
下

｢

県
共
済
連｣

と

い
う
。)

が
県
下
に
開
設
し
て
い
る
四
つ
の
基
幹
診
療
施
設
及
び
六
つ
の
支
所
に
お
け
る
診
療
施
設
並
び
に

産
業
動
物
開
業
獣
医
師
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
が
、
島
し
ょ
部
や
沿
岸
部
で
は
畜
産
農
家
戸
数
及

び
頭
数
の
急
激
な
減
少
に
伴
い
、
家
畜
共
済
に
お
け
る
家
畜
引
受
頭
数
が
減
少
し
、
県
共
済
連
の
診
療
施
設

の
運
営
が
厳
し
い
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、
産
業
動
物
開
業
獣
医
師
の
高
齢
化
が
進
む
一
方
、
新

た
な
人
材
の
確
保
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
分
な
獣
医
療
提
供
体
制
の
確
保
が
困
難
に
な
る

こ
と
が
危
惧ぐ

さ
れ
る
な
ど
、
本
県
の
産
業
動
物
に
対
す
る
獣
医
療
提
供
体
制
に
新
た
な
問
題
が
発
生
し
て
き

て
い
る
。
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ま
た
、
犬
、
猫
、
小
鳥
等
一
般
家
庭
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
る
動
物

(

以
下

｢

小
動
物｣

と
い
う
。)

の
分

野
に
お
け
る
獣
医
療
に
つ
い
て
は
、
動
物
愛
護
思
想
の
普
及
等
に
伴
い
小
動
物
の
飼
育
世
帯
数
が
増
加
す
る

と
と
も
に
、
飼
育
動
物
の
種
類
も
多
様
化
し
、
飼
育
者
の
求
め
る
獣
医
療
の
内
容
も
複
雑
化
、
多
様
化
し
て

い
る
。

他
方
、
飼
育
者
の
責
務
も
増
大
し
て
お
り
、
獣
医
師
に
対
し
て
は
、
高
度
な
診
療
技
術
の
提
供
、
動
物
の

健
康
管
理
、
飼
育
管
理
に
関
す
る
総
合
的
な
保
健
衛
生
指
導
と
と
も
に
、
適
正
な
飼
育
の
推
進
に
関
す
る
普

及
・
啓
発
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
人
獣
共
通
感
染
症
の
増
加
な
ど
を
背
景
に
、
感
染
症
法
に

獣
医
師
が
診
断
を
行
っ
た
際
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
感
染
症
と
動
物
が
追
加
さ
れ
、
獣
医
師
の
公
衆

衛
生
上
の
責
任
が
高
ま
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
近
年
、
獣
医
師
の
活
動
範
囲
が
拡
大
す
る
中
で
、
サ
ル
や
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル

(

犬
及
び

猫
を
除
く
外
国
産
動
物)

等
に
お
け
る
人
獣
共
通
感
染
症
の
診
断
や
、
動
物
園
や
学
校
等
で
飼
育
さ
れ
て
い

る
展
示
動
物
等
に
お
け
る
適
切
な
診
療
、
保
健
衛
生
指
導
等
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
し
、
本
県
の
獣
医
療
が
将
来
的
に
も
畜
産
業
の
健
全
な
発
展
、
動
物
の
保
健
衛

生
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
し
て
い
く
た
め
、
産
業
動
物
分
野
に
お
い
て
は
、
的
確
で
効
率
的
な
獣
医

療
の
確
保
を
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
小
動
物
分
野
に
お
い
て
は
、
獣
医
療
に
関
す
る
技
術
の
向
上
等
の
促

進
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
両
分
野
と
も
臨
床
研
修
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
獣
医
師
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
の
獣
医
学
に
関
す
る
学
部
又
は
学
科
の
附
属
施
設
で
あ
る
飼
育
動

物
の
診
療
施
設
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
診
療
施
設
と
連
携
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
応
じ
た

体
系
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
に
基
づ
く
研
修
の
実
施
を
促
進
し
、
臨
床
獣
医
師
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
診
療

技
術
の
高
位
平
準
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

第
一

整
備
を
行
う
診
療
施
設
の
内
容
そ
の
他
の
診
療
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標

一

診
療
施
設
及
び
主
要
な
診
療
機
器
の
整
備
の
現
状

１

診
療
施
設

各
地
域
に
お
け
る
産
業
動
物
診
療
施
設
の
開
設
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(

単
位�
箇
所)

資
料�

獣
医
療
法
第
三
条
の
届
出

(

平
成
十
七
年
十
二
月
現
在)

注�

診
療
施
設
に
は
、
獣
医
療
法
第
七
条
に
規
定
す
る

｢

往
診
診
療
者
等｣

を
含
む
。

２

主
要
な
診
療
機
器
等

産
業
動
物
診
療
施
設
の
整
備
の
現
状
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(一)

診
療
施
設
の
整
備
状
況

(

単
位�

箇
所)
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福

山

東
広
島

芸

北

地

域

三
〇

一
四

二
〇

合

計

一 一 一

県(

家
保)

二 一

市
町

三 三 三

農
業
共
済

組
合

農
業
協
同

組
合

五 七

そ
の
他
の

法
人

一
九

一
〇 八

個
人
開
業

施
設

合

計

備

北

八
三

一
九

四 一

三

一
一 二

二 二

一
二

五
一

一
四

東広島

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

一
四

一
〇 三 一

三 二 一

一 一

二 一 一

一 一

一 一

芸北
地
域

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保) 開
設
者

区
分

二
〇 八 七 三 一 一

調
査
施

設
数

一 一

診
察
室

二 一 一

手
術
室

二 一 一

剖
検
室

二 一 一

焼
却
施

設

一 一

エ
ッ
ク

ス
線
装

置

う
ち
エ

ッ
ク
ス

線
診
療

室
あ
り

入
院
施

設

(号外)



注�

平
成
十
七
年
県
調
査
結
果

(二)

主
要
な
診
療
機
器
の
整
備
状
況

各
地
域
の
産
業
動
物
診
療
施
設
に
お
け
る
主
要
な
診
療
機
器
等
の
整
備
状
況
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

(

単
位�

台)
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備北

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

一
九

一
四 二 二 一

四 二 二

二 一 一

二 一 一

二 一 一

一 一

合計

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

八
三

五
一

一
二 二

一
一 三 四

一
三 八 一 二 一 一

七 三 一 一 一 一

八 一 一 一 一 四

七 一 一 一 四

八 一 四 二 一

一 一

二 二

福山

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

三
〇

一
九 五 三 二 一

五 四 一

二 二

二 一 一

二 一 一

五 一 四

一 一

二 二

東広島

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

二 一 一

一 一

一 一

二 一 一

二 一 一

一 一

一 一

一 一

一 一

一 一

一 一

一 一

一 一

一 一

一 一

二 一 一

一 一

一 一

一 一

芸 北 地域

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

開設主体

三 一 一 一 血液生化学分析装置

検
体
成
分
分
析
装
置

血液電解質分析装置
高速液体クロマトグラフィー
分光光度計

二 一 一 自動血球計算機
血液ガス測定装置
乳中体細胞測定装置
乳成分測定器 (ミルコスキャン)
ファイバースコープ

生
体
画
像
診
断
器

一 一 エックス線撮影装置
イメージインテンシファイア
ＣＴ

二 一 一 超音波診断装置
ＭＲＩ

一 一 自動現像装置
心電心音計
酵素抗体測定装置 免

疫･

Ｄ
Ｎ
Ａ
診
断
装
置
等

ELISA用プレートウォッシャー

一 一 蛍光顕微鏡
ＰＣＲ装置
ＤＮＡシークエンサー

二 一 一 孵卵器
嫌気性菌培養装置

一 一 クリーンベンチ
レーザー装置 理

化
学

的
治
療

機
器

ガス麻酔機

マイクロマニュピレーター 受
精
卵

移
植
関

連
機
器一 一 プログラムフリーザー

(号外)



二

診
療
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標

診
療
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標
は
、
現
状
の
整
備
状
況
、
将
来
の
整
備
の
必
要
性
等
を
勘
案
し
て
、

開
設
主
体
及
び
地
域
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

１

診
療
施
設
別
の
整
備
目
標

(一)

家
畜
保
健
衛
生
所

家
畜
保
健
衛
生
所
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
の
産
業
動
物
に
係
る
防
疫
、
衛
生
管
理
及
び
検
査
指

導
の
中
心
機
関
と
し
て
、
病
性
鑑
定
機
能
の
強
化
・
充
実
、
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
体
制
の
強
化
に
よ

る
監
視
・
危
機
管
理
体
制
の
構
築
の
ほ
か
、
事
故
率
の
低
減
や
繁
殖
障
害
の
除
去
等
に
よ
る
生
産

性
の
向
上
、
畜
産
物
の
安
全
性
確
保
対
策
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
家
畜
防
疫
体
制
の
充
実
、

検
査
効
率
の
向
上
等
の
た
め
、
必
要
な
施
設
・
機
器
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
老
朽
化
が

進
行
し
て
い
る
施
設
や
機
器
に
つ
い
て
は
計
画
的
な
更
新
に
努
め
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
施
設
・
機
器
を
産
業
動
物
診
療
獣
医
師
が
利
用
す
る
等
、
そ
の
効
率
的
活

用
を
推
進
す
る
。

(二)

農
業
共
済
組
合

県
共
済
連
が
開
設
し
て
い
る
診
療
施
設
に
つ
い
て
は
、
本
県
に
お
け
る
産
業
動
物
に
係
る
獣
医

療
提
供
の
中
核
的
施
設
と
し
て
、
か
つ
、
地
域
と
密
着
し
、
安
定
し
た
畜
産
経
営
を
持
続
す
る
た

め
に
必
要
不
可
欠
な
産
業
動
物
診
療
の
総
合
施
設
と
し
て
、
畜
産
農
家
を
は
じ
め
生
産
者
団
体
、

各
市
町
等
か
ら
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
診
療
施
設
の
適
正
な
配
置
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
産
業
動
物
診
療
獣
医
師

と
の
連
携
、
獣
医
療
技
術
の
進
歩
に
即
し
た
施
設
及
び
高
度
診
療
機
器
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と

す
る
。
さ
ら
に
、
必
要
に
応
じ
て
診
療
施
設
整
備
計
画
に
基
づ
く
長
期
低
利
の
融
資
制
度
を
活
用

す
る
等
、
そ
の
整
備
の
推
進
を
図
る
。

(三)

そ
の
他
の
法
人

県
共
済
連
の
診
療
施
設
の
管
轄
外
で
あ
る
地
域
で
は
、
農
業
協
同
組
合
の
診
療
施
設
の
ほ
か
、

地
方
自
治
体
が
出
資
し
て
設
立
し
た
財
団
法
人
が
開
設
す
る
診
療
施
設
に
よ
り
産
業
動
物
獣
医
療

が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
施
設
に
つ
い
て
は
、
効
率
的
な
獣
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
施
設

及
び
高
度
診
療
機
器
の
自
主
的
な
整
備
を
行
う
よ
う
誘
導
す
る
と
と
も
に
、
近
隣
の
産
業
動
物
診

療
獣
医
師
と
の
連
携
等
、
効
率
的
活
用
を
推
進
す
る
。

(四)

個
人
開
業
診
療
施
設

産
業
動
物
獣
医
療
を
提
供
す
る
個
人
開
業
診
療
施
設
は
、
家
畜
保
健
衛
生
所
、
県
共
済
連
等
の

獣
医
療
関
連
施
設
の
活
用
に
努
め
、
過
剰
な
設
備
投
資
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
、
診
療
に

必
要
な
施
設
・
機
器
等
に
つ
い
て
は
、
診
療
施
設
整
備
計
画
に
基
づ
く
長
期
低
利
の
融
資
制
度
を

積
極
的
に
活
用
す
る
等
、
そ
の
整
備
の
推
進
を
図
る
。

２

各
地
域
に
お
け
る
診
療
施
設
の
整
備
目
標

(一)

芸
北
地
域

県
西
部
に
位
置
し
、
西
は
山
口
県
、
北
は
島
根
県
に
隣
接
し
、
西
中
国
山
地
の
豪
雪
地
帯
か
ら

県
の
中
枢
都
市
で
あ
る
広
島
市
を
含
む
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
至
る
地
域
で
、
酪
農
九
十
六
戸
、
肉
用
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合 計

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

一
五 三 二 五 五

二 二

一 一

三 一 一 一
一
〇 二 二 二 四

一 一

一 一

八 一 四 二 一

一
〇 二 一 四 三

四 一 一 二

三 一 一 一

三 一 一 一

三 一 一 一

六 一 一 四

一 一

一
九 二 四 三 三 七

四 一 一 二

七 一 二 四

二 一 一

二 二

一 一

二 一 一

備 北

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

四 二 二

一 一

二 一 一

一 一

三 一 二

一 一

一 一

一 一

二 一 一

八 三 一 四

二 一 一

三 二 一

一 一

一 一

福 山

計
個
人
開

業 そ
の
他

の
法
人

農
協

共
済

市
町

県(

家

保)

六 三 一 一 一

一 一

四 二 一 一

五 一 四

四 二 一 一

一 一

二 一 一

一 一

一 一

二 一 一

七 二 三 一 一

一 一

二 一 一

一 一

二 二
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牛
百
七
十
戸
、
馬
十
六
戸
、
養
豚
十
戸
及
び
養
鶏
二
十
二
戸
が
あ
る
。

こ
の
地
域
の
北
部
で
は
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
が
盛
ん
で
あ
り
、
乳
用
牛
で
は
乳
房
疾
患
及
び

泌
尿
生
殖
器
疾
患
、
繁
殖
和
牛
で
は
繁
殖
障
害
等
の
疾
患
が
多
く
、
家
畜
の
生
産
性
を
阻
害
す
る

大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
予
防
衛
生
指
導
に
よ

る
飼
育
管
理
技
術
の
改
善
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
県
共
済
連
の
実
施
す
る
疾
病
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
機
器
整
備
を
進
め
る
と

と
も
に
、
疾
病
を
速
や
か
に
診
断
す
る
た
め
、
高
度
診
断
機
器
の
計
画
的
な
更
新
及
び
整
備
に
努

め
る
。

ま
た
、
個
人
開
業
診
療
施
設
に
お
い
て
は
、
施
設
整
備
が
過
剰
投
資
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し

な
が
ら
、
整
備
に
努
め
る
。

(二)

東
広
島
地
域

県
中
央
部
に
位
置
し
、
瀬
戸
内
海
島
し
ょ
部
、
芸
南
地
帯
、
賀
茂
台
地
を
有
す
る
地
域
で
、
酪

農
三
十
三
戸
、
肉
用
牛
六
十
三
戸
、
馬
八
戸
、
養
豚
十
戸
及
び
養
鶏
二
十
四
戸
が
あ
る
。

こ
の
地
域
に
は
、
家
畜
保
健
衛
生
所
の
病
性
鑑
定
施
設
を
有
す
る
東
広
島
家
畜
保
健
衛
生
所
及

び
家
畜
診
療
所
の
集
中
検
査
機
能
を
担
う
家
畜
臨
床
研
究
所
が
あ
り
、
高
度
な
診
断
機
器
の
整
備

が
進
ん
だ
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
検
査
分
析
の
中
枢
機
能
を
維
持
し
、
迅
速
で
正
確
な
診
断
が

で
き
る
機
器
の
整
備
更
新
を
計
画
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
個
人
開
業
診
療
施
設
に
お
い
て
は
、
施
設
整
備
が
過
剰
投
資
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し

な
が
ら
、
整
備
に
努
め
る
。

(三)

福
山
地
域

県
東
部
に
位
置
し
、
島
し
ょ
部
、
福
山
市
を
含
む
東
部
沿
岸
、
世
羅
台
地
及
び
神
石
地
域
を
有

す
る
地
域
で
、
酪
農
五
十
三
戸
、
肉
用
牛
百
九
十
九
戸
、
馬
二
百
二
十
六
戸
、
養
豚
十
四
戸
及
び

養
鶏
四
十
五
戸
が
あ
り
、
県
内
唯
一
の
公
営
競
馬
場
が
福
山
市
に
開
設
さ
れ
て
い
る
。

世
羅
台
地
一
帯
は
、
恵
ま
れ
た
農
業
環
境
の
中
で
、
採
卵
養
鶏
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
肥
育
経
営

が
盛
ん
で
あ
り
、
福
山
市
近
郊
で
は
酪
農
、
肉
用
牛
肥
育
経
営
等
が
、
神
石
地
域
で
は
古
く
か
ら

肉
用
牛
の
生
産
基
地
と
し
て
種
畜
の
生
産
が
盛
ん
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
県
共
済
連
の
実
施
す
る
疾
病
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
機
器
整
備
を
進
め
る
と

と
も
に
、
疾
病
を
速
や
か
に
診
断
す
る
た
め
、
高
度
診
断
機
器
の
計
画
的
な
更
新
及
び
整
備
に
努

め
る
。

ま
た
、
個
人
開
業
診
療
施
設
に
お
い
て
は
、
施
設
整
備
が
過
剰
投
資
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し

な
が
ら
、
整
備
に
努
め
る
。

(四)

備
北
地
域

中
国
山
地
を
背
梁
と
し
た
県
東
北
部
に
位
置
し
、
北
部
は
島
根
県
及
び
鳥
取
県
と
、
東
部
は
岡

山
県
と
隣
接
し
て
お
り
、
北
部
は
冬
季
の
積
雪
量
も
多
く
、
山
林
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
、
酪
農
八

十
五
戸
、
肉
用
牛
七
百
十
三
戸
、
養
豚
十
九
戸
、
養
鶏
二
十
九
戸
が
あ
り
、
県
の
主
要
畜
産
地
帯

で
あ
る
。

こ
の
地
域
は
、
古
く
か
ら
自
然
立
地
条
件
と
恵
ま
れ
た
草
資
源
を
活
用
し
た
肉
用
牛
繁
殖
経
営

及
び
酪
農
経
営
が
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
大
規
模
養
鶏
経
営
も
営
ま
れ
て
い
る
。

家
畜
飼
養
農
家
の
大
半
を
占
め
る
肉
用
牛
繁
殖
経
営
に
つ
い
て
は
、
繁
殖
障
害
や
子
牛
の
下
痢

症
が
重
要
な
課
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
大
家
畜
に
お
け
る
適
切
な
予
防
衛
生
指
導
を
推
進
す
る
た

め
、
県
共
済
連
が
開
発
す
る
疾
病
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
機
器
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、

疾
病
を
速
や
か
に
診
断
す
る
た
め
の
高
度
診
断
機
器
の
計
画
的
な
更
新
及
び
整
備
に
努
め
る
。

ま
た
、
中
小
家
畜
に
お
い
て
、
生
産
獣
医
療
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
伝
染
性
疾
病
を
は
じ
め
と

し
た
各
種
疾
病
の
早
期
診
断
、
早
期
処
理
が
行
え
る
診
断
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
係
る
機
器
の
整
備

に
努
め
る
。

な
お
、
個
人
開
業
診
療
施
設
に
お
い
て
は
、
施
設
整
備
が
過
剰
投
資
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し

な
が
ら
、
整
備
に
努
め
る
。

第
二

獣
医
師
の
確
保
に
関
す
る
目
標

一

獣
医
師
の
確
保
目
標

平
成
二
十
二
年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
産
業
動
物
診
療
獣
医
師
の
確
保
目
標
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

(

単
位�

人)

二

獣
医
師
の
確
保
対
策

産
業
動
物
診
療
獣
医
師
の
確
保
は
、
次
の
と
お
り
対
応
す
る
。

１

新
規
獣
医
師
の
参
入
の
促
進

獣
医
系
大
学
在
学
中
の
学
生
に
対
し
、
産
業
動
物
診
療
獣
医
師
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
た
め
、
大
学
、
県
共
済
連
と
連
携
し
て
、
産
業
動
物
診
療
施
設
を
現
地
実
習
の
場
と

し
て
可
能
な
限
り
広
く
提
供
す
る
と
と
も
に
、
現
役
の
産
業
動
物
診
療
獣
医
師
に
よ
る
活
動
の
説
明

及
び
就
職
の
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
新
規
参
入
の
促
進
を
図
る
。
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計

備

北

福

山

東
広
島

芸

北

地

域

一
三
五

三
三

四
〇

三
〇

三
二

平
成
一
六
年
一
二
月
現
在
の

獣
医
師
数

一
一
九

三
九

三
七

一
四

二
九

平
成
二
二
年
度
に
お
け

る
獣
医
師
の
確
保
目
標
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２

獣
医
師
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
等
の
活
用

社
団
法
人
広
島
県
畜
産
協
会
が
実
施
し
て
い
る
産
業
動
物
獣
医
師
修
学
資
金
給
付
事
業
を
活
用
し
、

県
共
済
連
の
診
療
施
設
等
に
就
業
す
る
産
業
動
物
診
療
獣
医
師
の
確
保
を
図
る
。

３

勤
務
獣
医
師
の
定
年
退
職
後
の
参
入
の
促
進

県
、
市
町
及
び
県
共
済
連
の
診
療
施
設
等
に
勤
務
す
る
獣
医
師
が
定
年
退
職
後
に
産
業
動
物
診
療

分
野
へ
参
入
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
該
当
者
に
対
す
る
技
術
研
修
の
実
施
や
施
設
等
の
整
備

に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
促
進
す
る
。

４

魅
力
あ
る
職
場
作
り
の
促
進

産
業
動
物
診
療
獣
医
師
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
に
は
、
獣
医
師
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
職
場
を

作
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
獣
医
師
の
待
遇
改
善
や
労
働
時
間
の
短
縮
等
、
職
場
環
境
作
り
に
努

め
る
よ
う
、
雇
用
者
に
対
す
る
啓
発
活
動
等
を
促
進
す
る
。

ま
た
、
今
後
増
加
が
見
込
ま
れ
る
女
性
獣
医
師
が
安
心
し
て
働
け
る
施
設
の
整
備
等
を
含
め
た
職

場
作
り
に
も
努
め
る
よ
う
、
雇
用
者
に
対
す
る
啓
発
活
動
等
を
促
進
す
る
。

さ
ら
に
、
社
団
法
人
広
島
県
家
畜
畜
産
物
衛
生
指
導
協
会

(

以
下

｢

県
家
畜
畜
産
物
衛
生
指
導
協

会｣

と
い
う
。)

等
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
た
獣
医
療
提
供
体
制
の
整
備
に
関
す
る
取
組
を
実

施
し
、
獣
医
師
の
確
保
に
関
す
る
各
種
の
課
題
の
整
理
と
、
そ
の
対
応
策
の
検
討
、
休
日
に
診
療
を

提
供
す
る
体
制
の
整
備
や
診
療
効
率
の
低
い
地
域
に
お
け
る
獣
医
療
の
提
供
を
図
る
た
め
、
関
係
者

の
合
意
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
現
在
、
社
団
法
人
広
島
県
獣
医
師
会

(

以
下

｢

県
獣
医
師
会｣

と

い
う
。)

の
産
業
動
物
診
療
体
制
検
討
委
員
会
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
産
業
動
物
診
療
獣
医
師
の

地
位
向
上
に
関
す
る
取
組
に
つ
い
て
、
環
境
の
整
備
に
努
め
る
。

第
三

獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
が
必
要
な
地
域

診
療
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標
及
び
獣
医
師
の
確
保
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
計
画
的

な
取
組
が
必
要
と
見
込
ま
れ
る
地
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

平
成
十
八
年
三
月
現
在)

第
四

相
互
の
機
能
及
び
業
務
の
連
携
を
行
う
施
設
の
内
容
及
び
そ
の
方
針

産
業
動
物
の
獣
医
療
に
関
係
す
る
機
関
・
団
体
は
、
各
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
診
療
施
設
の
機
能
を

強
化
す
る
と
と
も
に
、
相
互
の
業
務
連
携
等
に
つ
い
て
十
分
協
議
し
、
効
率
的
な
診
療
体
制
の
整
備
に

努
め
る
。

家
畜
保
健
衛
生
所
は
、
地
域
の
防
疫
活
動
の
拠
点
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
所
を
核
と
し

た
監
視
伝
染
病
に
対
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
体
制
の
強
化
と
危
機
管
理
体
制
の
構
築
を
図
る
ほ
か
、
不

明
疾
病
の
原
因
究
明
、
事
故
率
の
低
減
や
繁
殖
障
害
の
除
去
等
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
及
び
家
畜
伝
染

病
予
防
事
業
や
衛
生
技
術
指
導
事
業
の
効
果
的
な
実
施
に
よ
る
畜
産
物
の
安
全
性
の
確
保
に
努
め
る
と

と
も
に
、
家
畜
伝
染
病
の
家
畜
防
疫
活
動
へ
の
参
加
体
制
や
緊
急
時
を
想
定
し
た
診
療
施
設
間
の
連
絡
・

応
援
体
制
等
の
整
備
を
進
め
、
個
人
開
業
診
療
施
設
等
と
一
体
と
な
っ
た
組
織
的
な
防
疫
体
制
の
確
立

を
図
る
。

ま
た
、
畜
産
経
営
に
お
け
る
各
種
疾
病
の
的
確
か
つ
効
率
的
な
診
断
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
適

切
な
集
団
管
理
衛
生
指
導
や
生
産
段
階
で
の
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
方
式
の

導
入
指
導
等
を
実
施
す
る
た
め
、
職
員
の
獣
医
療
技
術
及
び
指
導
技
術
の
高
度
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、

県
共
済
連
家
畜
診
療
所
、
個
人
開
業
診
療
施
設
等
と
技
術
の
高
位
平
準
化
に
つ
い
て
相
互
が
相
ま
っ
て

研
さ
ん
に
努
め
る
。
特
に
、
個
人
開
業
診
療
施
設
の
役
割
と
し
て
は
、
慢
性
疾
病
等
の
生
産
性
阻
害
要

因
の
発
生
予
防
等
に
配
慮
し
た
農
家
毎
の
管
理
獣
医
師
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
誘
導
す
る
。

さ
ら
に
、
家
畜
保
健
衛
生
所
の
施
設
に
つ
い
て
、
県
共
済
連
家
畜
診
療
所
、
個
人
開
業
診
療
施
設
等

に
よ
る
利
用
に
配
慮
し
、
設
備
及
び
機
器
の
効
率
的
利
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
産
業
動
物
診
療
獣

医
師
に
対
し
て
診
療
及
び
保
健
衛
生
指
導
分
野
に
関
す
る
情
報
や
、
食
肉
衛
生
検
査
成
績
等
の
衛
生
情

報
等
を
迅
速
に
提
供
し
、
適
切
な
獣
医
療
が
提
供
で
き
る
よ
う
努
め
る
。

県
共
済
連
等
は
、
治
療
を
目
的
と
し
た
機
器
の
整
備
を
進
め
、
最
新
の
獣
医
療
技
術
を
提
供
で
き
る

体
制
を
確
立
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
個
人
開
業
診
療
施
設
の
獣
医
師
等
に
よ
る
機
器
等
の
利
用

に
配
慮
す
る
。

第
五

診
療
上
必
要
な
技
術
の
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
獣
医
療
に
関
す
る
技
術
の
向
上
に
関
す
る
事
項

獣
医
療
技
術
は
、
獣
医
学
の
進
展
、
診
療
機
器
や
医
薬
品
の
開
発
、
普
及
等
に
対
応
し
て
今
後
ま
す

ま
す
高
度
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
県
内
に
お
け
る
獣
医
療
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
、
次
の
と
お
り
、

そ
の
適
切
な
普
及
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

一

臨
床
研
修

獣
医
師
免
許
の
新
規
取
得
者
の
う
ち
診
療
分
野
に
就
業
す
る
者
が
臨
床
現
場
に
お
け
る
実
務
的
獣
医

療
技
術
を
習
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
臨
床
研
修
等
へ
の
参
加
の
促
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

特
に
、
県
内
で
新
た
に
産
業
動
物
分
野
に
就
業
す
る
獣
医
師
に
つ
い
て
は
、
全
員
が
臨
床
研
修
を
受

講
で
き
る
よ
う
関
係
機
関
・
関
係
団
体
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
獣
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
臨
床
研
修
診
療
施
設
群
を
持
つ
県
共
済
連
と
の

連
絡
調
整
に
努
め
る
。

二

高
度
研
修
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三
次
市
、
庄
原
市(

二
市)

三
原
市
、
尾
道
市
、
福
山
市
、
府
中
市
、
世
羅
町
、
神
石
高
原
町(

六
市
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呉
市
、
竹
原
市
、
東
広
島
市
、
江
田
島
市
、
大
崎
上
島
町(

五
市
町)

広
島
市
、
大
竹
市
、
廿
日
市
市
、
安
芸
高
田
市
、
府
中
町
、
海
田
町
、
熊
野
町
、

坂
町
、
安
芸
太
田
町
、
北
広
島
町(

一
〇
市
町)

地

域

の

市

町

名

(号外)



１

産
業
動
物
分
野

(一)

県
は
、
国
が
開
催
す
る
家
畜
衛
生
講
習
会
及
び
技
術
研
修
会
に
職
員
を
受
講
さ
せ
、
伝
達
講
習

等
に
よ
り
地
域
へ
の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
疫
学
を
基
礎
と
し
た
防
疫
体
制
の
整
備
や
集
団
管

理
衛
生
技
術
等
、
最
新
の
獣
医
療
技
術
に
係
る
技
術
研
修
会
を
開
催
し
、
技
術
の
向
上
に
努
め
る
。

(二)

県
共
済
連
は
、
全
国
農
業
共
済
協
会
、
獣
医
療
関
係
団
体
等
が
開
催
す
る
研
修
会
に
職
員
を
積

極
的
に
参
加
さ
せ
、
地
域
へ
の
伝
達
講
習
等
に
よ
り
技
術
の
向
上
に
努
め
る
。

(三)

県
獣
医
師
会
等
は
、
各
種
研
修
会
、
講
習
会
の
開
催
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
係
学
会
等
の
開

催
状
況
に
つ
い
て
関
係
獣
医
師
へ
の
周
知
の
徹
底
を
図
る
。

２

小
動
物
分
野

県
獣
医
師
会
等
は
、
専
門
分
野
別
の
技
術
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、
各
種
研
修
会
、
講
習
会
の

開
催
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
係
学
会
等
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
関
係
獣
医
師
へ
の
周
知
の
徹
底

を
図
る
。

三

生
涯
研
修

県
獣
医
師
会
等
は
、
診
療
に
従
事
す
る
獣
医
師
が
日
進
月
歩
す
る
獣
医
療
技
術
や
海
外
悪
性
伝
染
病
、

新
興
感
染
症
等
に
関
す
る
知
識
・
技
術
を
適
時
適
切
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
時
代
に
即
し
た
獣

医
療
を
提
供
し
て
い
く
た
め
、
各
種
研
修
会
、
講
習
会
の
開
催
や
関
連
す
る
教
材
等
の
提
供
に
努
め
る
。

ま
た
、
研
修
施
設
へ
の
移
動
が
困
難
な
地
域
等
に
勤
務
す
る
獣
医
師
に
つ
い
て
も
、
各
種
の
新
し
い

情
報
媒
体
等
を
活
用
し
た
教
材
の
利
用
に
よ
る
研
修
の
促
進
を
図
る
よ
う
努
め
る
。

第
六

そ
の
他
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
に
関
し
必
要
な
事
項

一

飼
育
者
の
衛
生
知
識
の
啓
発
・
普
及
等

１

産
業
動
物
分
野

県
家
畜
畜
産
物
衛
生
指
導
協
会
等
は
、
平
成
十
六
年
に
公
表
さ
れ
た

｢

飼
養
衛
生
管
理
基
準｣

の

周
知
等
、
家
畜
飼
養
者
に
対
す
る
家
畜
衛
生
知
識
・
技
術
の
一
層
の
啓
発
・
普
及
に
努
め
、
品
質
面
、

安
全
面
、
価
格
面
で
優
れ
た
畜
産
物
を
生
産
す
る
た
め
の
総
合
的
な
生
産
衛
生
管
理
対
策
導
入
の
促

進
を
図
る
。

２

小
動
物
分
野

県
獣
医
師
会
等
は
、
小
動
物
の
適
切
な
飼
育
管
理
を
図
る
た
め
、
飼
育
者
に
対
す
る
衛
生
知
識
の

啓
発
・
普
及
及
び
健
康
相
談
活
動
の
促
進
を
図
る
ほ
か
、
獣
医
師
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン

セ
ン
ト

(

納
得
診
療)

の
徹
底
、
獣
医
療
相
談
窓
口
の
設
置
、
診
療
施
設
の
専
門
化
、
機
能
分
担
に

関
す
る
合
意
形
成
等
必
要
な
条
件
整
備
の
促
進
を
図
る
。

二

広
報
活
動
の
充
実

夜
間
及
び
休
日
の
診
療
体
制
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
間
の
合
意
形
成
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
夜
間
・

休
日
診
療
を
提
供
す
る
施
設
に
関
す
る
広
報
活
動
の
促
進
を
図
る
。

ま
た
、
保
健
衛
生
に
関
す
る
広
報
は
、
県
、
県
家
畜
畜
産
物
衛
生
指
導
協
会
、
県
獣
医
師
会
及
び
県

共
済
連
を
中
心
に
適
切
な
情
報
を
迅
速
に
提
供
す
る
体
制
を
整
備
す
る
。
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